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（一社）沖縄県建設業協会　浦添・西原支部（名嘉太助(なか 

たいすけ))支部長）より、新型コロナウイルスワクチン集団接種
に携わる医療従事者へ500mlペットボトルの飲料水800本
の寄贈がありました。

名嘉太助支部長は「ワクチンの集団接種を行うにあたり、
日々頑張っている医療従事者の皆様へ支援が出来ればと思っ
た。今後も継続して支援していきたい」と話しました。

崎原盛秀町長は「医療現場で頑張っている方を支援したい
という皆様の思いが大変嬉しい。感謝しています。」とお礼を
述べました。

西原町長を3期12年務めた上間明(うえま あきら)前町長が、
これまでの功績により、春の叙勲（旭日双光章）を受章し、
町役場において伝達式が行われました。

上間前町長は「叙勲を受ける年代になったのかと思うと嬉
しい限りです。この受章においては、町民の皆様の理解と
協力が大前提のものであり、町民に対してもらった章だと思
う。町民とともに喜びたい」と町長時代を振り返り、改めて
町民の皆様に対する感謝を述べました。

崎原盛秀町長は「12年間苦労も多かったと思う。町民の皆
様のおかげという、感謝の姿勢に敬意を表します。私も見習っ
ていきたい」と長年の功績を称えました。

他に3名の町内在住者が叙勲を受章しています。
瑞宝双光章　田本 浩一（たもと ひろかず）氏（字幸地）

比嘉 正男（ひが まさお）氏（字小波津）
第36回危険業務従事者叙勲
瑞宝単光章　島尻 剛（しまじり つよし）氏（字津花波）
※新型コロナウイルス感染症の影響により、各関係機関において
伝達を行っております。

西原中学校では、コロナ禍でも頑張っている生徒や、地
区大会などに出場する選手を応援しようと生徒会を中心に、
応援団が結成されました。

中頭地区中体連に出場する選手の激励会では、応援団か
ら出されたフレーズに吹奏楽部が曲を付けた作詞作曲の応
援歌をリモートで披露しました。

応援されて嬉しかったという経験から、頑張っているみ
んなを応援したいと応援団に
参加した団長の玉城大夢（たま

き ひろむ）さんは「自分の全力を
出 し 切 っ て 頑 張 っ て ほ し
い！」と中体連に挑む仲間へ
エールを送りました。

愛の贈りもの
医療従事者への飲料水寄贈 

西原中学校　応援団結成 ！！
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5月25日に令和3年度町商工会通常総代会が開催され、任
期満了に伴う役員選出において、新会長に下地浩之（しもじ ひ

ろゆき）氏が選任されました。
下地会長は「商工会の基本理念である、会員の皆様の支援、

地域振興の推進をしっかり達成するために、3年間全力で取
り組んでいきます」と意気込みを話しました。

町商工会新会長に
下地氏が選出！

25日
（火）

5月

春の叙勲（旭日双光章）受章伝達式
きょくじつそうこうしょう

この制度は身体又は精神に著しい重度の障がいがあり、日常生活において常時特別の介護を要する状態にある方に
県が手当を支給する制度です。

※手当を請求する方、又は同居している配偶者及び扶養義務者の前年所得が一定金額以上ある場合には、手当の支給が制限されます。
※申請手続きには認定請求書、所得状況届、所得証明書、戸籍謄本(抄本)、住民票謄本、認定診断書など必要書類がありますので事
前にご連絡ください。

障害児福祉手当・特別障害者手当制度

【お問い合わせ】健康支援課　障がい支援係　☎098-945-5013　南部福祉事務所　地域福祉班　☎098-889-6364

支給対象者
特別障害者手当　(月額　27,350円) 障害児福祉手当　(月額　14,880円)

20歳以上の在宅の障がい者で、福祉事務所長の認定を
受けた方。
なお、以下の場合は対象となりません。
（1）施設に入所(通所を除く)している場合。
（2）病院又は診療所に3ヶ月以上入院している場合。

20歳未満の在宅の障がい児で、福祉事務所長の認定を
受けた方。
なお、以下の場合は対象となりません。
（1）施設に入所(通所を除く)している場合。
（2）政令で定める公的年金を受給している場合。

①と③に該当する方のうち、令和３年1月1日に西原町に
住所がなく、令和３年度町県民税非課税の方で7月以降も利
用料助成を受けたい方は、所得証明書の提出が必要です。
非課税が確認できない場合は7月以降の免除ができません。

太田小児科　病児保育料の一部免除について

【お問い合わせ】
こども課　子育て支援係　☎098-945-5311

①非課税世帯→非課税世帯
手続きの必要はありません。
７月からも一部免除になります。

③課税世帯→非課税世帯
こども課窓口で手続きの必要があります。
手続きをした日から一部免除になります。

②非課税世帯→課税世帯
手続きの必要はありません。
7月からは一部免除はありません。

申請の必要
なし

申請の必要
なし

申請の必要
あり

６月に今年度の税額が決定したことで、７月から病児保育料の一部免除の適用が変更されます。
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小波津弾痕の残る石塀
※向かって左が南東側石塀、右が北東側石塀
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で
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し
て
く
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さ
い
。
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